内部監査実施状況
（令和８年３月３１日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城労働局
	監査対象官署名
	監査実施日
	主な監査項目
	監査結果の概要
	講ずる措置

	局内各課・室
	令和7年
8月18日
～
令和7年
12月11日
	・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・その他
	出納官吏等の命免関係、出勤簿、休暇簿、超過勤務、旅費事務、物品、非常勤職員関係等、全般的に概ね適正な事務処理が行われていたが、一部において次のとおり事務処理誤りが認められた。
・備え付けるべき簿冊が未作成であった。

	・作成を失念していたことから直ちに簿冊を作成、整備した。
再発防止策として、備付けが必要な簿冊の一覧を作成し、作成もれが生じないようにした。

	仙台
労働基準監督署
ほか４署
	令和7年
9月19日
～
令和7年
12月5日
	・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・その他
	出勤簿、休暇簿、超過勤務、旅費事務、庁舎管理、物品、非常勤職員関係等、全般的に概ね適正な事務処理が行われていたが、一部において次のとおり事務処理誤りが認められた。
・配車責任者による官用車の車両点検が不十分だった。

	・車両管理者である署長が毎月初めに各車両の外周点検を行うこととし、点検実施結果を記録することとした。

	仙台
公共職業安定所
ほか９所
	令和7年
7月31日
～
令和7年
12月15日
	・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・その他
	出勤簿・休暇簿、超過勤務・旅費事務、庁舎管理、物品、非常勤職員関係等、全般的に概ね適正な事務処理が行われていたが、一部において次のとおり事務処理誤りが認められた。
・ICカード乗車券使用簿で、記載もれや確認印もれが見られた。また、直帰した際の返却日や休日の公用外出における貸出・返却日が不明であった。
	・記載もれ等については、直ちに確認・訂正した。
再発防止策として、ICカードの貸出・返却等の対応手順について、課内で共有するとともに、定期的に管理者による点検を実施することとした。また、ICカードを利用する場合の直帰・休日における公用外出については、ICカード乗車券使用簿への貸出日・返却日の記載を徹底することとした。




